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プールって気持ちいいな！
梅雨が明け、待ちに待ったプール開き。

快晴の中、水面はキラキラ、みんな大はしゃぎ！

午前中はプールで楽しんで、午後からはお昼寝かな。
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後期高齢者医療制度のしくみ

　運 営 主 体　
　都道府県単位ですべての市区町村が加入する広
域連合が運営主体（保険者）となり、市区町村は
窓口業務などを行います。
広域連合 市区町村
●保険証の交付 ●保険料の徴収
●保険料の決定 ●申請や届出の受け付け
●医療を受けたとき
の給付

●保険証の引き渡しなど
の窓口業務

  加　入　者 
広域連合の区域内に住む
●75歳以上の人
●65歳以上で寝たきりなどの一定の障がいがある人
（広域連合の認定を受けた方。老人健康保険で
認定を受けている人は引き続き広域連合の認定
を受けたものとみなされる予定です。）

対象となる日
●75歳の誕生日当日
誕生日が5月 1日の人 ▼ 5 月 1日から適用
誕生日が5月15日の人 ▼ 5 月 15日から適用
●65歳以上の人が寝たきりなどの認定を受けた日
たとえば

  保　険　証 
　後期高齢者医療制度では、独自の保険証が1人
に１枚交付されます。保険証には自己負担割合が
記載されています。
　お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示しましょう。

  保　険　料 
●保険料は被保険者全員が納めます
　老人保健制度では、被保険者が加入している医
療保険にそれぞれ保険料（税）を納付したり、健
康保険などの被扶養者は保険料負担がなかったり
しましたが、後期高齢者医療制度では被保険者全
員が保険料を納めることになります。
※保険料については未定です。

●保険料の決まり方
　保険料は、均等割額と所得割額を合計して、個
人単位で計算されます。均等割額と所得割額は、
広域連合ごとに決められます。

保険料
均等割額 被保険者１人当たりいくらと計算
所得割額 被保険者の所得に応じて計算

※賦課限度額が設けられています。
※それまで被扶養者だった人には軽減措置（２年
間）があります。
※所得の低い人には軽減措置があります。
●保険料の納め方
・年金が年額18万円以上の人
　保険料は年金からの天引き（特別徴収）
・年金が年額18万円未満の人
　個別に納付（普通徴収）
※介護保険料とあわせた保険料額が年金額の２分
の１を超える場合は、年金からの天引きの対象
にならず、個別に納めてもらいます。

  給　　　付 
　後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるとき
は、老人保健制度と同じようにかかった費用の１
割、現役並み所得者は３割を自己負担します。
●自己負担額

一般・低所得者 １割
現役並み所得者 ３割

　医療費が高額になったときの自己負担限度額
や、入院時食事代の標準負担額など、その他の給
付についても、老人保健制度と変わらず同様に設
定されます。
※現役並みの所得
　⑴住民税の課税所得額が年145万円以上
　⑵年収が単身世帯で383万円以上、夫婦２人
世帯で520万円以上
どちらかがこの基準を上回る人は現役並みの所
得の対象となります。

老人保健制度に代わって、新たな「後期高齢者医療制度」が創設されます

75歳以上の高齢者を対象に、新たな高齢者医療制度が創設されることになりました。
老人保健制度では、国民健康保険や健康保険などの医療保険に加入しながら老人保健
制度の対象となっていましたが、後期高齢者医療制度では国民健康保険や健康保険な
どの医療保険をぬけて、後期高齢者医療制度に新たに加入することとなります。

住民環境課　☎64－1102
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９月 9 日（日）～ 15 日（土）は救急医療週間です。
◆９月 7日（金）オークワ湯浅店にて啓発活動を行います。
マスコット人形、ティッシュ配布、ＡＥＤ使用法、心
肺蘇生法の上映、血圧測定など予定しています。

◆９月 15日（土）９時～ 12時　　普通救命講習

●救命処置の手順

●ＡＥＤ到着後

ＡＥＤを使った
救命講習を

受講しませんか？

湯浅広川消防組合では、救急医療週間の啓発活動の一環として9月15日（土）、普通救命講習
会の実施を予定しています。受講された方には、修了証を交付します。お気軽にお申し込み下さい。

お問い合わせ先　　湯浅広川消防組合消防本部　☎６４－０１１９

反応を確認する1 呼吸の確認4気道確保3119 通報とＡＥＤの手配2

人口呼吸２回（１秒 /回）5 心肺蘇生法の実施
（５と 6のくり返し）

7胸骨圧迫 30回6

電源をいれる8 コネクターを接続10

心電図の読み込み中、
触れない

11 ショックボタンを押す12

─ あとは AED の手順と心肺蘇生法のくり返しになります ─

電極パッドを貼る9

心肺蘇生法を再開13

９月９日は救急の日

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）とは？
　ＡＥＤとは心臓が痙

けい

攣
れん

し、ポンプ機能を失った状態（心室細動）になった時、
電気ショックをあたえ、正常な動きに戻すための医療機器です。
　平成 16年 7月から一般住民による使用が可能となり、心肺蘇生と共に、いち
早いＡＥＤの使用で救命率の向上が期待されます。
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浄化槽設置整備事業補助金を
ご利用ください。
再度募集しています。
家を新築される方やリフォームされる方で家庭用浄化槽を設
置される方に対して補助金の制度を設けています。来年３月
末までに完成が見込まれる方は、ぜひお申し込みください。

補助対象の予定枠等

浄化槽の大きさ 予定数 補助金の額 基準となる居住用面積等※

 ５人槽  11基  ３４２，０００円  居住用面積が１５０㎡未満

 ７人槽 10基  ４１４，０００円 　　　　 〃　　　１５０㎡以上　　

10人槽  ２基  ５３７，０００円  ２世帯住宅

※浄化槽の大きさについては、算定基準がありますので、浄化槽設置業者の方とご確認ください。
○申し込み　９月１４日（金）まで　（申し込みが予定数を上回る場合は、抽選となります。）
○申し込み、補助を受ける用件等、詳しくは住民環境課環境係までお問い合わせください。

◎放し飼いは絶対にやめて！
　犬は動くものに興味をしめし、子供たち
が走っていると追いかけ、じゃれてケガをさ
せることがあります。
　「うちの犬はおとなしいからそんなことは
絶対に無い！」と思うのは飼い主の身勝手
な思いです。
　散歩中は必ず手綱をつけてください。

◎犬のフンは必ず持ち帰りましょう！
　他人の犬のフンを始末するのは誰でも不愉
快なものです。
　公園等の散歩中のフンは、最低限のルール
とし飼い主が必ず持ち帰り、自宅トイレなど
で適正に処理してください。
　なるべく、自宅で排泄するようにしつける
のが良いかもしれません。

迷惑しています！　犬のフンと放し飼い
犬の放し飼い、フンの始末は飼い主の責任です。
最近、公園等での犬の放し飼いやフンの放置の苦情が増えています。
このような苦情の多くは飼い主の心がけ一つで解決できるものです。

野良猫にエサを与えるのはやめましょう！
　野良猫に、家や庭を荒されたり、鳴き声がうるさい、また排せつ
物で汚されたなどの苦情や相談が増加しています。
　お腹を減らした野良猫にエサをあげる気持ちはわかりますが、エ
サを求めて別の野良猫も集まり、今まで以上に被害や迷惑も大きくなります。
　エサをあげるなら責任をもって飼い、周囲の方々に迷惑をかけないよう心掛けて下さい。

●住民環境課からお知らせ
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町民のみなさん
へ

平素は、町行政に対して、格別のご
理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
さて、ゴミ処理の近況につきまし

て、ご報告させていただきます。以前
お知らせしましたように平成18年5
月10日に有衛のRDF施設を休止し、
海南市クリーンセンターへ可燃ごみを
搬入してまいりましたが、平成19年
3月31日をもって、ごみ処理委託契
約が終了しました。
そのため、有田川町にある有田周辺

広域圏事務組合立の環境センターで、
平成 19年 4月 1日から可燃ごみの
処理ができるようにお願いしてまいり
ましたが、組合と地元合意調整の問題
により未だ搬入できておりません。現
在、環境センターでの受け入れ準備が

整うまでの間、一時的な処置として、
和泉市にあるごみ処理業者に処理を委
託していますが、早急に環境センター
で処理していただけるよう努力してい
るところであります。
また、RDF 施設の設備の一部を再

稼動させることにより、プラスチッ
クと乾燥紙を組み合わせたRPF施設
としても利用できないものか、ランニ
ングコスト面等の現処理費用との比較
検討を行い、試算を終えたところであ
ります。今後は、国、県と充分協議し
ながら最善策を講じてまいります。こ
れらの見通しが立った時点におきまし
て、町民の皆様へは再度ご報告させて
いただきたいと考えております。
現 状 の 処 理 費 用 は、t 当 た り

51,863 円、環境センターで処理し

た場合の費用は、t 当たり 42,344
円で、t当たり9,519円の増となり、
年間に換算しますと、約4,200万円
の処理費増になります。
昨年は、可燃ごみ（プラスチック類

を含む）で年間896t の減量がはから
れましたが、少しでも費用負担を軽減
するため、さらなる減量と分別の徹底
に向けて、町民の皆様方には、ご協力
の程よろしくお願い申し上げます。

可燃ごみ（プラスチッ
ク類を除く）処理の現況報告について

◆重度心身障害児（者）医療費助成制度
重度心身障害児（者）の保健の向上

に寄与し、福祉の増進を図るため医療
費の助成を行っています。（※所得制
限があります）

身体障害者手帳1級・2級
身体障害者
手帳 3 級特別児童扶養手当 1 級・

療育手帳 A

入　院 〇 〇

入院外 〇

平成 18年 8月 1日より和歌山県
重度心身障害児（者）医療費の制度改
正により、65歳以上で新たに重度心
身障害者になられた方は重度心身障害
児（者）医療費制度を受けられなくな
りました。

◆ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の保健の向上に寄与

し、福祉の増進を図るため、父または
母及び児童に対し医療費の助成を行っ
ています。また、経済的負担の軽減を
より図るため有田郡内から拡大し和歌
山県内の医療機関等での窓口負担をな
くしました。
該当される方は申請して下さい。
（※所得制限があります。）

◆乳幼児医療費助成制度
子育てに伴う保護者の経済的負担の

軽減を図り、少子化対策、乳幼児の健
全育成のため、医療費の助成を就学前
まで行っています。
該当される方は申請してください。
（※所得制限があります。）
詳しくは、住民環境課国保係までお

問い合わせください。

◆老人医療費助成制度
老人医療は67歳から69歳の方の

医療費の自己負担額の割合が 3割か
ら 1割に減額できる助成制度で、次
の①～⑤のすべての条件に当てはまる
方を対象に行っています。
①あなたとあなたの世帯全員が町民税
を課されていないとき（住民税非課
税世帯）。

※同じ世帯の中に所得の申告をしてい
ない方がいる場合、課税世帯扱いに
なります。

②あなたとあなたの世帯全員の前年1
年間の収入の合計金額が、次の基準
以下であるとき。
・1人（単身）世帯:100万円

・2人世帯:140万円
・3人世帯:180万円
以下1人増えるごとに40万円加算。
※収入の中には、遺族年金・遺族恩
給・障害年金・老齢福祉年金・雇
用保険・福祉給付金など、あらゆ
る収入が含まれます。

③あなたとあなたの世帯全員の金融資
産が、次の基準額以内であるとき。
・あなたの預貯金、国債・株式など
の有価証券の合計額が350万円
までである。
・世帯全員で所有する預貯金、国債・
株式などの有価証券の合計額が
350万円×世帯人数までである。

④あなたとあなたの世帯全員が活用で
きる資産を所有していないとき。
・今住んでいる土地家屋は除き、活
用できる不動産等の資産を所有し
ていない。

⑤あなたがあなたの世帯以外の世帯に属
する方から扶養を受けていないとき。
・ 所得税・町民税の扶養親族となって
いない。

・ 健康保険などの医療保険の被扶養
者となっていない。

各種医療費の助成制度について
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みんなそろってすこやかに
『夏の子どもをまもる運動』７月１日～８月３１日
◇非行や犯罪の被害を防止しましょう。
◇水の事故、交通事故から子どもを守りましょう。
◇明るい家庭、明るい地域を作りましょう。
◇未成年者の飲酒・喫煙をなくしましょう。
◇青少年の有害環境を浄化しましょう。

北町ふれあいギャラリー
展　　示：切り絵展　湯浅町老人大学
期　　間：７月１９日（木）～８月２１日㈫
開館時間：９：００～１７：００
休 館 日：毎週水曜日

不登校や登校渋りなど、
心配な子どもを養育する保護者の懇談会を開催します。
　日時：９月１日（土）　午後７時３０分～９時００分
　場所：湯浅町役場第二庁舎２階　多目的ホール

７月 13 日（金）湯浅中央公民館で湯浅町青
少年育成推進大会が開催されました。
中学生 8名の心のこもった意見発表には来場
者も熱心に聞き入っていました。

司会者 ３年 本
ほん

下
げ

　彰
あき

宏
ひろ

 ２年　北
きた

山
やま

　寿
じゅ

希
き

也
や

発表者 １年 藪
やぶ

野
の

　好
よし

一
かず

 「チャレンジしてみよう」

  本
ほん

下
げ

　夏
なつ

帆
ほ

 「ケガをして知った人の優しさ」

 ２年 宮
みや

芝
しば

　嵯
さ

紀
き

 「大人と子供と世界のつながり」

  井
い

端
ばた

　　瞳
ひとみ

 「エコライフ」

 ３年 玉
たま

置
き

　　香
かおり

 「『感謝する』ということ」

  深
ふか

野
の

　美
み

幸
ゆき

 「私の祖母」

  栖
す

井
い

　知
ち

聡
あき

 「僕の家族」

  水
みず

﨑
さき

　　愛
あい

 「世界遺産『熊野古道』」

湯浅町青少年育成推進大会開催！

オープニングの中学生による太鼓演奏は迫力があり、圧巻の一言！
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先月、腹囲と体重を減少させることに見事成功した町長。今月は…？

今月の町長　7月

メタボリックシンドローム撃退！
〜　湯浅町メタボ・カルテットの挑戦（第3幕）　〜

保健師
メッセージ NO.99

健康福祉課 保健係
☎64－ 1120

測定結果（７月２０日） 町　長 　いったん２㎏ほど減ったのに、ここ１週間で
増えてしまった（苦笑い）

 保健師 　そういうこともありますよ。大丈夫です。生
活スタイルは先月と変わりありませんか？

 町　長 　変わりない。飲酒は毎日ではなく、週３回ほ
どかな。

 町　長 
体重　101.5kg （－ 1kg）
BMI　30.98
腹囲　100cm（±0cm）

 総務企画課長 
体重　107kg（－3kg）
BMI　33.2
腹囲　114.8cm（－0.2cm）

 健康福祉課長 
体重　68kg （－ 1kg）
BMI　26.03
腹囲　87cm（－1cm）

 住民環境課長 
体重　70kg （－ 2kg）
BMI　25.1
腹囲　92cm（－1.1cm）

　野菜が不足しています。主菜の添え野菜
を増やしたり、朝食・昼食に、おひたしや
和え物などの野菜のおかずをプラスして、
野菜を摂る量を増やしましょう。よく噛む
ことも肥満予防につながります！

Ｂさんの目標
　・野菜、海藻を毎食摂る
　・牛乳の量を減らす
　・アルコールを減らす
　・歩く

Ａさんの目標
　・朝食を考える (甘いパンをやめる )
　・野菜料理を 1品増やす
　・主菜を適量にする
　・ウォーキングを始める

7月17～20日初回面接が行われ、ヘルスアップ教室参加の皆さん自身で生活改善に向けての目標を立てました。

目標に向かって Lets  Go!!　次号へつづく…

～ヘルスアップ教室も進行中 !! ～

（前回比）

☆ある日の食事
　 昨夜の夕食 
　・ごはん　１杯　・きゅうり
　・ロースハム厚切り　３枚
　・なす田楽
　・缶ビール１本　日本酒２合
　 今日の朝食 
　・おかゆ　１杯
　・金山寺味噌
　 今日の昼食 
　・バランス栄養食　１本
　・豆乳

濱　管理栄養士よりアドバイス 週 2回 50 ～
60 分 間、ウ
ォーキングし
ています。

昼食の量を減
らし、ストレッ
チや筋トレを
やっています。

揚げ物などの
油物を控えて
います。
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お し ら せ

平成 19年４月１日から平成 22年３月 31日まで
の間に、バリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満
たす住宅には、翌年度分の固定資産税について減額措置
が受けられます。
１．平成19年１月１日以前に建築された住宅である

こと。
２．次のいずれかの者が居住する既存の住宅であるこ

と。（賃貸住宅を除く）
　　ア．65歳以上の方
　　イ．要介護認定又は要支援認定を受けている方　
　　ウ．障がいのある方
３．次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円

以上のものであること。
　　ア．廊下の拡幅　　　　　イ．階段の勾配の緩和
　　ウ．浴室やトイレの改良　エ．手すりの設置
　　オ．屋内の段差の解消
　　カ．ドアの引き戸への取替え
　　キ．床表面の滑り止め化
なお、減額措置の対象となる範囲は１戸当たり100

平方メートル相当分までで、減額割合はその部分にかか
る税額の３分の1です。
申請するには、改修工事後３か月以内に、工事明細書

や写真等の関係書類を添付し、役場税務課へ申告してく
ださい。ご不明な点や詳細については、お問い合わせく
ださい。

戦没者等の遺族の皆様に、国として忌慰の意を表すた
め第八回特別忌慰金が支給されることになり、平成１７
年６月から受け付けています。
下記の対象となる方で、まだ請求されていない方は手

続きを急いでください。
◆請求期限：平成20年３月31日まで
◆請求窓口：役場住民環境課年金係

対象となる方

戦没者等死亡当時のご遺族で、平成17年４月１日に
おいて、公務扶助料や遺族年金を受ける方がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族お一人
１．弔慰金の受給権者
２．戦没者等の子
３．戦没者等の生計関係を有しており、かつ、氏が同

じである。
　　①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
４．上記３以外の、①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
５．上記１から４以外のご遺族で、戦没者等の死亡時

まで引き続き１年以上生計関係を有していた三親
等内親族

請求手続き等詳しくは、県庁福祉保健総務課
☎073－ 441－ 2476　
または住民環境課年金係までお問い合わせください。

平成18年 10月 1日現在において戦傷病者の妻の
方に対する特別給付金請求を受け付けています。
請求期限：平成21年9月30日
請求窓口：住民環境課年金係
下記の対象となる方で、まだ請求されていない方は手

続きをしてください。
◆「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」
を受給されていた方

◆新たに戦傷病者の妻となられた方（平成１３年４月２日
～平成１５年４月１日の間に夫が戦傷病者として年金等
の受給権を取得した。または、戦傷病者の方と婚姻した）
◆戦傷病者の方が死亡された場合（特例支給）は以前受
給されていた国債により、死亡日が次の場合に支給さ
れます。
・「第十八回特別給付金」（継続分）の受給権者の場合
　死亡日　平成８年１０月１日～平成１５年３月３１日
・「第十八回特別給付金」（平成８年の新規分）の受給権者の場合
　死亡日　平成５年４月１日～平成１５年３月31日
・「第二十回特別給付金」の受給権者の場合
　死亡日　平成１３年４月１日～平成１５年３月３１日
請求手続き等詳しくは、県庁福祉保健総務課
☎073－ 441－ 2476　
または住民環境課年金係までお問い合わせください。

みなさまにご協力いただいた430,550円につきまし
ては、（財）和歌山県緑化推進会を通じて、地域の学校な
どでの緑化推進及びボランティアのみなさまによる森林の
整備などに活用され、水の確保、災害の防止、やすらぎの
提供などの快適な環境づくりのために役立てられます。
これからも、みなさんからのご支援ご協力をよろしく

お願い致します。	 湯浅町緑化推進委員会

８月は道路ふれあい月間です。道路ふれあい月間と
は、自分たちの生活に必要な道路を自分たちで作り、守
っていくという「道普請」の精神を多くの人々に知って
いただこうとするものです。その取り組みとして、道路
と親しみ、ふれあう機会をつくるため、和歌山県内で一
斉に道路ボランティア活動が行われます。そこで湯浅町
でも下記のとおり道路の清掃ボランティア活動を実施し
ます。みなさん、是非ご参加下さい。
◆日　　時：８月25日（土）
　　　　　　午前８時～10時30分
　　　　　　（雨天の場合は26日に順延します。）
◆実施場所：町道湯浅１号線（築港線）
◆集合場所：築港公衆トイレ駐車場

※駐車スペースが少ないため、単車・自転車等でお越し
ください。

住宅のバリアフリー改修工事に伴う
固定資産税の減額措置について

税務課　☎ 64 － 1106

戦没者等のご遺族のみなさんへ
住民環境課　☎ 64 － 1102

戦傷病者の妻の方へ
住民環境課　☎ 64 － 1102

『緑の募金運動』にご協力
ありがとうございました
産業建設課　☎ 64 － 1124

紀州路クリーン大作戦！
産業建設課　☎ 64 － 1124
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お し ら せ

児童扶養手当とは、父母の離婚・父の死亡などにより
父と生計を同じくしていない児童について手当てを支給
する制度で、母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児
童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当てが支給されているか、停止されているかを問わ

ず、すべての受給者は毎年８月１日から８月31日まで
の間に現況届を提出することになっています。
なお、この届けを出さないと、その年の８月以降の手

当てを受けることができません。また、２年間この届け
を提出しないと受給資格がなくなります。
詳しくは健康福祉課児童係までお問い合わせください。

７月16日に発生した新潟県中越沖を震源とする地震
で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金
の受付を行います。みなさまのご協力をお願い致します。
◆受付期間：10月５日（金）まで
◆受付場所：湯浅町役場本庁１階ホール

※寄せられた義援金は、新潟県災害対策本部から被災さ
れた方々に配分されます。

平成17年７月にリニューアルオープンして以来、駅
前駐車場を多数ご利用頂きありがとうございます。
この度、月極利用車用の駐車区画を増設致します。料

金は１ヶ月につき7,000円です。
付近住民の皆様、湯浅駅周辺に御用のある方にも、ご

利用頂けますようお願い致します。
また、各種届出や相談のためにご来庁される方につき

ましては、駐車場利用券を発行致しますので、担当者に
お申し出ください。お問い合わせは総務企画課まで

全国の各地域に受け伝えられている過去の災害にまつ
わる言い伝えや、古くから残されている災害の文書、写
真、絵画などの情報を消防庁のホームページにて「災害
伝承情報データベース」として公開しています。
過去の災害に対する教訓を認識し、防災意識の高揚、防

災教育の教材として活用されることを期待しています。
ホームページアドレス
http://www.saigaidensho.soumu.go.jp

掲載内容
　・現在までに語り継がれる「災害」
・防災に関わる「言い伝え」
・個人による防災に係る取り組み
・組織による防災に係る取り組み
・防災に関する展示施設や体験施設

自衛隊では、進学・就職でお悩みの方に説明会を行います。
日　　時 場　　　　　　所

８月２４日（金）
１０時～１６時

有田市役所3Ｆ第１会議室
（住所：有田市箕島５０）

８月２５日（土）
１０時～１６時

海南市民交流センター第１研修室
（住所：海南市下津町下津５００番地１）

８月２６日（日）
１０時～１６時

湯浅町中央公民館
（住所：湯浅町湯浅２８３８－１）
有田川町吉備ドーム
（住所：有田川町下津野２０２１）

◆対 象 者　　１５歳以上で進学・就職でお悩みの方
　　　　　　　（中学生の方は父兄同伴でお願いします。）
◆問い合わせ先　　自衛隊海南募集案内所
　　　　　　　☎０７３―４８３―４４８１

児童扶養手当現況届けの提出をお忘れなく
健康福祉課　☎ 64 － 1120

町営駅前駐車場（月極）の
利用者を募集します

総務企画課　☎ 64 － 1108

災害伝承情報データベースの運用開始

新潟県中越沖地震義援金の受付
総務企画課　☎ 64 － 1108

自衛隊募集のご案内

22日（水）	 ピンポンパン
　　　　　　（田子育てサークル）
	 10:00～　田区民センター
23日（木）	 キューピーちゃん
　　　　　　（山田子育てサークル）
	 10:00～　山田老人憩いの家
24日（金）	 エンゼルちゃん
　　　　　　（野下・出水子育てサークル）
	 10:00～　いきいきふれあい館
※暑いようでしたら、水遊びをしますので、水遊び用のパンツ、
タオル、お茶の用意をお願いします。

8月 おいでよ、子育てサークルへ

　　　　◆電話・
来訪相談をご利用ください
☎63-6066
（月～金曜日 9:00～17：00）
　　　　　受け付けています

　　　◆親子サロンへ遊びに来てね
（月～金曜日 10:00～16:00）
場所…向島保育所 2 階
お問い合わせ…向島保育所（☎63-4153）
　　子育て支援センター（☎63-6066）

10:00～11:00 参加無料

みんな一緒に
『すくすくひろば』へ
─ 地域子育て支援センター ─

　　　【“すくすくひろば”各保育所の日程】
　　●田保育所／ 8月 8日　プールで遊ぼう　1・2・3
　　●向島保育所／ 8月 10日　大きいプールで遊ぼう
　　●港保育所／ 8月 16日　水と仲よし
　　●武者越保育所／ 8月実施済み

【“ひまわりひろば”の日程】
　　●ひまわり保育園／8月20日　寒天あそび

9 平成19年8月



主催　湯浅町人権尊重委員会　　　　後援　湯浅町・湯浅町教育委員会

　　　14．映画を紹介します 

利用案内
■開 館 時 間：平　　　日／ 9：30 ～ 19：00
　　　　　　　　土・日曜日／ 9：30 ～ 18：00
■休 館 日：月曜日、祝日、毎月月末の金曜日
■お問い合わせ：湯浅町立図書館　☎ 62‐2280

児童書一般書

図書館 来てみて！

新
着
図
書
の
ご
案
内

『元気の源！日本の「発酵」食』／プレジデント社
味噌、醤油、酢、みりんの四大「発
酵調味料」の旨味は、いかに人の
手と知恵と時間をかけてつくられ
ているかを紹介。そのほか、納豆
などの発酵食品づくり講座、みり
んなどの発酵食品活用術など、日
本の発酵食情報が満載の一冊。

『なぜ、日本人は？』内池久貴／ジャパンブック
『祖父母業』ゴッドフリー・ハリス／メディアファクトリー
『銀しゃり』　山本一力／小学館

『河童のクゥと夏休み』木暮正夫／岩崎書店
康一はふしぎな石を見つけた。そ
の石を割って水をかけたところ、
中からあらわれてきたのは、なん
と河童だった！康一と河童のクゥ
の友情、冒険の物語。「河童大さ
わぎ」「河童びっくり旅」の２作
収録。
（対象：小学３～４年生）

『右翼と左翼はどうちがう？』雨宮処凛／河出書房新社
『ぜったいぜったいねるもんか！』ニック・マランド／ほるぷ出版
『なつのおうさま』ささめやゆき／ポプラ社

あなたも私もみんなステキ
～ともに考えましょうみんなの人権～

人権推進室
☎６４－１１２６

北海道の大自然を舞台に
生きることの素晴らしさを描く感動作

実施日時：平成19年8月25日（土）
　　　　　◆開　場　18：30
　　　　　◆上　映　19：00
実施場所：湯浅町総合センター２階　大ホール
駐 車 場：宮西児童公園（雨天の場合は利用できません）
入 場 料：無料

◎一時保育有り（お子さま一人に対して、保険料 ５０円 頂きます） 
　一時保育のお申し込みは、8月24日（金）まで人権推進室まで

「子ぎつねヘレン」上映会

7 月 14 日に上映予定されていました「子ぎつねヘレン」が台風接近による悪天
候のため中止になりましたが、上映を延期して下記の日程で開催致します。皆さま
お誘い合わせの上ご来場ください。

10平成19年8月
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湯浅町にあるバトミントンチーム『群雀（むれすず
め）』の花野里沙子さん（湯浅小4年）が全国大会に出
場することになりました。
みなさんからの応援よろしくお願いします！

6月17日（日）なぎの里屋根付きゲートボール場で、消防団幹部と新入団員の訓練を行いました。
幹部は、基本的な礼式及び指揮訓練の後、空気呼吸器の使用方法について説明を受け、
新入団員は礼式訓練及びホースの展開・収納訓練の後、放水訓練を行いました。

湯浅町消防団NEWS

みんなでエコパトロール
７月１日（日）、ゆあさ環境対策委員会（鳥修会長、委

員19名）が、エコ・パトロール隊員（80名）とともに『第
４回親子で楽しくエコ・パトロール』が実施されました。
当日は田栖川小学校の児童のほか先生、父兄、母子ク

ラブ、老人クラブ、JA女性部のみなさまにも参加して
いただきました。
清掃された栖原海岸とその周辺道路はとてもきれいに

なりました。

全国大会に進出だ !!
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広報カレンダー2007年

◆４ ヵ 月 児 健 診  8月17日（金）13：30… …… 広

◆１ ０ ヵ 月 児 健 診  8月10日（金）13：00… …… 母

◆６ヵ月児健康相談  9月 5日（水）13：30… …… 広

◆２ 歳 児 健 康 相 談  8月20日（月）9：30… …… 広

　　　　　　　　　  9月 7日（金）9：30… …… 母

成人健康相談

●毎週水曜日　午前中　母子健康センター

乳幼児健康相談

●第１・３水曜日　午前中　母子健康センター２Ｆ

健康カレンダー

町のうごき （平成19年7月1日）
（前月比）

人口……………14,401	（－ 5 ）
男…………………6,787	（＋ 2 ）
女…………………7,614	（－ 7 ）
世帯………………5,695	（＋ 9 ）

日 曜 行事予定（時間・場所等）

4 土 ● 湯浅まつり

8 水 ● ビン類収集日

10 金
● 盆踊り　18：30〜 なぎ園
● 第 11回教育長杯ゲートボール
大会 なぎの里ゲートボール場

15 水 ● 資源ゴミ・カン類収集日

19 日 ● 夜間休日納税・相談窓口
9：00〜 17：00　税務課

20 月 ● 夜間休日納税・相談窓口
8：30〜 20：00　税務課

22 水
● ビン類収集日
● 行政相談 13:30〜 15：00
湯浅中央公民館

29 水 ● 資源ゴミ・カン類収集日

31 金 ● 国民健康保険税第２期納付期限
● 町県民税第２期納付期限

日 曜 行事予定（時間・場所等）

2 日 ● 津波避難訓練　田地区

5 水 ● 資源ゴミ・カン類収集日

	 子どもの健診・健康相談	  

予防接種　多目的ホール　13:15～13:45受付
　◆三種混合 　8月21日（火）

母  母子健康センター２Ｆ 　地  地域福祉センター

広  広川町保健福祉センター
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